
平成 26年度事業計画書 

 

Ⅰ 基本方針 

 公益社団法人上三川町シルバー人材センターは、社会参加の意欲ある健康な高

齢者に対し、就業並びに社会貢献等の機会を確保し、福祉の増進と活力ある地

域社会づくりを目的に、「自主・自立・共働・共助」の基本理念のもと着実に発

展を遂げてまいりましたが、更なる社会奉仕活動の展開を視野に入れた、効率

的・安定的な事業運営を推進し、より公益性に焦点を絞った確かな事業展開に

配慮をしていかなければなりません。 

 経済状況においては景気回復の兆しが見られますが、先行きの不透明感が拭

いきれない状況下でありながらも、受託事業収入でも前年度を大きく上回る実

績が見込められたことは、上三川町をはじめ、関係機関の指導・援助はもとよ

り、会員の皆様の努力と、役員及び事務局の一体となった事業遂行の賜物であ

ります。 

 しかし、団塊の世代が退職し、高齢化社会への移行はますます進行し、更な

る高齢者の自立を求められる中、適正就業への取り組みも一段と厳しい様相を

呈してまいりましたので、公益社団法人としてのコンプライアンス（法令遵守）

を最優先していかなければなりません。 

 このような環境の下、更なる組織の強化を図り、公共・民間の受注体制を整

備し、就業機会の拡大など、高齢者就業活動の拠点として安全に、そして健康

で働くことに誇りと生きがいの持てる、魅力あるシルバー人材センターの確立

を目指し、活力ある地域社会づくりに寄与する事業活動を推進してまいります。 

 

Ⅱ 事業計画 

１ シルバー人材センター事業 

(１) 就業機会提供事業 

 当センターは、上三川町内の 60 歳以上の不特定多数の高齢者に対し、

次の形態で「臨時的かつ短期的又は軽易な業務」に係る就業の機会を提供

します。 

 

① 請負・委任 

民間や公共から請け負った仕事について、60歳以上の高齢者で当セン

ターの会員である者に対し「請負・委任」契約により提供します。 

 



② 職業紹介事業 

 公益財団法人栃木県シルバー人材センター連合会と職業紹介事業実施

に関する協定を締結し、一般の不特定多数の求職高齢者に対して、「臨時

的かつ短期的又は軽易な業務」に係わる雇用就業の支援を行います。 

 また、平成 24年 10月 1日付にて、高齢者の雇用の安定等に関する法

律が改正されたことにより、無料職業紹介事業から有料職業紹介事業へ

と移行することになり、平成 26年度から事業開始できるようになりまし

た。 

③ 一般労働者派遣事業 

 公益財団法人栃木県シルバー人材センター連合会と一般労働者派遣事

業実施に関する協定を締結し、60歳以上の派遣労働を希望する不特定多

数の高齢者に対して、「臨時的かつ短期的又は軽易な業務」に係る派遣労

働を提供します。 

 

(２) 就業機会確保事業 

    当センターは、60歳以上の高齢者に対して「臨時的かつ短期的又は軽

易な業務」に係る就業機会を確保するために、次の事業を実施します。 

 ① 普及啓発事業 

    当センターが不特定多数の高齢者の就業機会を提供・確保しているこ

と、働く意欲のある高齢者の入会促進と提供する業務募集を、ホームペ

ージ、広報紙等を活用し、普及に努めます。 

    ア 対象・・・・・上三川町内の一般町民、事業者 

    イ 入会促進・・・上三川町内の一般高齢者（60歳以上） 

    ウ 業務募集・・・上三川町内の一般家庭及び事業所等 

            ・パンフレットの配布 

            ・パンフレットの内容  会員募集と仕事募集 

    エ ホームページの運用 

       当センターホームページの定期的な更新に努めます。 

 ② 安全・適正就業推進事業 

   ＜安全就業推進事業＞ 

    事故のない安全な就業の推進を図るとともに、受注した仕事について

は法令を遵守した就業となるよう次の取り組みを行います。 

    ア 対象 60歳以上の高齢者で当センターの会員である者 

    イ 安全・適正就業パトロール 

    現場パトロールの実施、交通安全や作業の基礎などに関する会員研修

を行うとともに、安全・適正就業委員会を設置し定期的に開催して問題・

課題の検討を行っています。 

    また、交通安全週間に合わせた交通安全講習会等を実施します。 



(３) 就業開拓事業 

    就業開拓員を配置し、民間・公共から高齢者に相応しい仕事の受注を

確保するため、次の取り組みを行うことにより、就業先の拡大を図りま

す。 

    ア 対象    上三川町内の事業者 

    イ 開拓計画  週１日程度、年間20ヶ所程度事業所廻りなどを実施。 

 

(４) 講習・研修事業 

ア 会員の資質の向上と就業機会の確保を図るため、「機械器具類取扱

講習会」、「植木剪定講習会」等の講習会・研修を開催します。 

 

(５) 独自事業 

     陶芸品・ふくべ細工を製作し、町内外のイベント等に積極的に参加

出展して、当センターの普及に努めます。 

 

２ 法人運営 

 ① 理事会 

    事業執行状況や会員の入会承認など当センターの事業運営にとって重

要な案件を審議・決定するために、年５回程度開催します。 

 

 ② 総会 

    通常総会を６月に開催します。また、必要に応じて臨時総会を開催し

ます。 

 

 ③ 組織活動 

    理事会・委員会等各組織間の連携を深め、より一層の充実化と活性化

に努めます。理事会を中心に公益社団法人としてふさわしい組織体制の

構築を進めます。 


